
２ 第 289号 平成 31年 4月 21日号区役所だより こ う な ん
■
亀
田
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
住
民
票
や
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
の
発
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。　
日
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
７
時

問
亀
田
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
☎
０
２
５
・
３
８
１
・
１
２
０
０

心身障がい者・人工透析患者へ平成31年度分交通費を助成
　重度心身障がい者と人工透析療法を受けている人を対象に、各種交通費の助
成を行っています。平成31年度分の申請を、以下のとおり受け付けています。

申請窓口　健康福祉課障がい福祉係、横越出張所
※手帳の再交付を受けている人は、最新の手帳をお持ちください。古い手帳

では申請できません（二重交付防止のため）。
問市役所コールセンター ☎025-243-4894（午前８時～午後９時／年中無休）

健康福祉課 障がい福祉係 ☎025-382-4396

重度心身障がい者向け助成　
※①、②はどちらか一方のみ

助成の
種類 ①福祉タクシー助成 ②自動車燃料費助成 ③リフト付きタクシー

利用助成

対象

身体障害者手帳 １、
２級と３級の一部（下
肢、体幹、 脳原性運動

（移動）、内部障がい）
または療育手帳Ａを
お持ちの人

身体障害者手帳１、２級
と３級の一部（下肢、体幹、
脳原性運動（移動），内部
障がい）または療育手帳
Ａを所持し、本人・家族（生
計同一者）が自動車を所
有し運転する場合

身体障害者手帳 を 所
持し、車いすなどを使
用しないと移動が困
難な人

助成
内容

１枚500円の助成券
を年間52枚交付（10
月以降の申請の場合
は26枚）

年間26,000円まで（10
月以降に受給資格を取
得した場合は13,000円）
※平成31年度分から事

前申請は不要です。

リフト付タクシー（大
型などのタクシー料金）
と小型タクシー料金の
差額を助成。１冊10枚
綴りの利用券を１回の
申請で５冊まで交付

申請に
必要な
もの

身体障害者手帳また
は療育手帳、印鑑

身体障害者手帳、印鑑、
車検証、助成対象の領
収書、本人名義の銀行
口座がわかるもの

身体障害者手帳、印鑑

人工透析療法を受けている人向け助成　
対象：じん臓機能障がいの身体障害者手帳所持者で、自立支援医療（更生・育

成医療）受給者で人工透析療法を受けるために通院している人
助成内容：つぎの表のうち、①、②、③のいずれかを選択

助成の
種類 ①通院費タクシー助成券 ②自動車燃料費 ③バスICカード「りゅー

と」を使用したバス代

助成
内容

１ 枚500円 の 通院費 タ ク
シー助成券を年間26枚交付

年間13,000円まで
※平成31年度分から事前申請は不要です。

申請に
必要な
もの

身体障害者手帳、自
立支援医療受給者証、
印鑑

身体障害者手帳、自立支援医
療受給者証、印鑑、車検証、本
人名義の銀行口座がわかる
もの、助成対象の領収書など

身体障害者手帳、自立支援
医療受給者証、印鑑、本人
名義の銀行口座がわかる
もの、助成対象の領収書

※人工透析療法を受けている人で、自立支援医療（更生・育成医療）未受給者は
健康福祉課へご相談ください。

平成30年度分の請求は令和元年５月７日までです
　健康福祉課および横越出張所で、昨年度分の重度心身障がい者の自動車燃料
費と人工透析療法を受けている人の通院費の請求を受け付けています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------　＜広告欄＞　※広告欄の掲載内容についての問い合わせは各広告主へ　----------------------------------------------------------------------------------------------------

区バス 江南区の区バス（アスパーク亀田～亀田駅西口～イオンモール新潟南～新潟市民病院間）は、土・日・祝日も毎日運行しています。どうぞご利用ください。

江南区からのお知らせ江南区からのお知らせ
■□日＝日時　■□時＝時間　■□場＝場所　■□内＝内容　■□人＝対象・定員　

■□問＝問い合わせ　■□持＝持ち物
■□申＝申し込み（記載のないものは事前申し込み不要、当日直接会場へ）
■□￥＝参加費（記載のないものは無料）　　　　

弁護士無料相談（５月）

　事前に予約が必要です。
日５月９日（木）・16日（木）

午後１時15分～４時15分
場江南区役所 ３階 入札室
内法律相談 ※要予約。１人30分以内
申区民生活課 区民窓口係

☎025-382-4203

献血にご協力ください（５月）

日５月11日（土） 午前10時～11時45分、
午後１時～４時

場イオンモール新潟南
持献血カード（初めての人は運転免許証

などの身分証明書）
問健康福祉課 健康増進係

☎025-382-4340

健康相談（５月）

　保健師・栄養士による相談。要予約。
日５月23日（木） ①午後１時10分～

②２時～ ③２時50分～
場亀田健康センター ２階 集団健診室
申健康福祉課 地域保健福祉担当 

☎025-382-4138
健康増進普及講習会

♣お魚料理と血管年齢
　血管年齢測定と、魚を使った料理の調
理実習で、健康づくりのポイントを学ぶ
講習会です。
日５月29日（水） 午前９時30分～午後１

時（受付：午前９時15分～）
場亀田健康センター
内血管年齢測定、栄養士講話、調理実習、試食

メニュー：鮭と野菜のおろし和え、ほ
うれん草としめじのゴマ和え、ふわ
ふわきのこスープ、しそまんじゅう

人先着30人　￥400円（調理材料費）
持筆記用具、エプロン、三角巾
申４月24日（水）から５月22日（水）まで

に、健康福祉課 健康増進係へ
☎025-382-4316

河川愛護モニター募集

　国土交通省では、河川行政に関する要
望・意見などを寄せてもらう「河川愛護
モニター」を募集しています。

任期　７月１日より１年間
報酬　月額4,580円
応募方法　専用の応募用紙により応募。

応募用紙は、電話で請求するか、ホー
ムページからダウンロード。

■信濃川下流河川愛護モニター
人信濃川下流流域に住む20歳以上の人

４人（選考により決定）
申込期限　５月31日（金）まで

問信濃川下流河川事務所 占用調整課
☎025-266-7135
■阿賀野川河川愛護モニター
人阿賀野川流域に住む20歳以上の人

４人（選考により決定）
申込期限　６月７日（金）まで

問阿賀野川河川事務所 占用調整課
☎0250-23-4635

新潟市内のスマートインター
チェンジをご利用ください

　日本海東北自動車道新潟東スマートイ
ンターチェンジの利用交通量が200万
台に到達しました。ゴールデンウィーク
のお出かけには市内４箇所のスマートイ
ンターチェンジをご利用ください。
問道路計画課 ☎025-226-3041

江南区郷土資料館
新規ボランティアスタッフ募集

　都合のつく日時に、江南区郷土資料館
で来館者への解説や体験教室の補助など
を行っていただけるボランティアスタッ
フを常時募集しています。
　江南区の歴史に詳しい人でなくとも、
興味があればどなたでもできます。
説明会
日５月14日（火） 午後１時30分～３時
人16歳以上の人（申し込み不要）
問同館 ☎025-382-1157（金曜休館）

区役所だよりこうなん広告募集
広告料 掲載１回あたり7,000円 
募集号 令和元年９月15日号までの各号６枠ずつ（先着順）
対　象 江南区内にお店や事業所を持つ事業者

（掲載不可の業種あり） 
広告サイズ 約3.9×7.9cm
申込み 所定の申込用紙を地域総務課に提出
問地域総務課 ☎025-382-4619

江南区親善大使を使ってPRしませんか
詳しくはこちらから

こうなん

N
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　３月３日（日）、亀田総合体育館で同大会を開催
しました。20チーム・70人が参加。熱戦を繰り広
げました。

フロッカーをなかなか思うところに転がせず、
筋力よりも微妙な力加減やチームの作戦が勝負を
分けるとあって、大人も子どもも真剣勝負。抜群
のチームワークと安定感で勝ち上がった「チーム高
橋」が、昨年に引き続き優勝しました。

入賞結果
優勝：チーム高橋
２位：ちゃっぴ～ず
３位：オレンジ

第５回江南区フロアカーリング親善交流大会 ストロベリーカップ

「チーム高橋」が抜群のチームワークで連覇

姫ちゃん

「チーム高橋」の皆さん

大会の様子問産業振興課 商工観光・文化スポーツグループ ☎025-382-4689

体験会も実施しています。詳しくは亀田
総合体育館（☎025-381-1222）まで




